
個別占用案件のカルテ（中間報告） 

中央南児童遊園地（川西市）

H28.8.24 
第1回猪名川・藻川保全利用委員会 
審議資料３ 
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■報告案件用のカルテ

1.件名 中央南児童遊園地 

7.保全利用
委員会による

参考意見

・公園の民地境界付近には、私物と思わしき物件等がある。

公園管理者・民地側の方と一緒に、公園の使い方につい

て考えていただきたい。

・生物多様性かわにし戦略に基づいて、公園植生について、

関係部署と協力の上、市民にアピールしていただきたい。

・公園と民地の間に建てているフェンスが崩れかかってい

るので、補修が必要と思われる。

2.今回申請種別 報告案件 

3.概要

距離標位置：猪名川右岸 10.2K－100ｍ
目的：公園

占用面積：2,164.86㎡
工作物：遊具等

4.許可の経緯
＜当初許可＞   昭和 45年 5月 27日
＜前回更新許可＞ 平成 21年 1月 30日
＜許可期限＞   平成 26年 3月 31日

5.現況写真

（河川や堤防との位置関係）

 別紙のとおり

（施設内の状況）

 別紙のとおり

8.処理

・更新を許可した。

・許可期間は 5年とした（H26.4.1～H31.3.31）。
・従前の許可条件に以下の条件を付した。

「淀川水系河川整備計画の考え方を踏まえ、川らしい利用

に配慮した占用となるよう取り組むこと。」

6.河川管理者
審査事項

(特筆すべきも
ののみ記載) 

＜補足＞・A4横書き 1枚程度 ・処理フロー図の河川管理者から委員会への報告の時点で左半分まで記載済み（1.～5.は申請者か河川管理者作成、6.は河川管理者作成
・処理フロー図の委員会から河川管理者への参考意見の時点で 7.が埋まる  ・事後に河川管理者が 8.までを埋めて履歴として申請書類一式とともに保存
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取り組み状況報告書 中央南児童遊園地（川西市）

【中間報告時：申請者用】

委員会の意見 取り組み（対応）状況 備考

公園の民地境界付近には、私物と思わしき物件等があ

る。公園管理者・民地側の方と一緒に、公園の使い方に

ついて考えていただきたい。

私物については撤去勧告を行ない、勧告後も放置され

ていた物件については市で撤去を実施した。

生物多様性かわにし戦略に基づいて、公園植生につい

て、関係部署と協力の上、市民にアピールしていただき

たい。

公園の植生については、生物多様性かわにし戦略に基

づき、外来種等に注意し伐採又は入れ替えなど地域住

民の協力を得ながら行なう。

公園と民地の間に立てているフェンスが崩れかかって

いるので、補修が必要と思われる。

住民と調整の上、フェンスについては、補修を実施し

た。
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中央南児童遊園地現況写真
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個別占用案件のカルテ（中間報告） 

都市公園ドラゴンランド（川西市）

H28.8.24 
第1回猪名川・藻川保全利用委員会 
審議資料３ 
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■報告案件用のカルテ

1.件名 ドラゴンランド 

7.保全利用
委員会による

参考意見

・利用は適正になされている。
2.今回申請種別 報告案件 

3.概要

距離標位置：猪名川右岸 10.0K＋70ｍ～11.2K付近 
目的：公園

占用面積：5,317.33㎡
工作物：遊具、トイレ、ベンチ、車止め等

4.許可の経緯
＜当初許可＞   平成 11年 4月 8日
＜前回更新許可＞ 平成 21年 2月 4日 
＜許可期限＞   平成 26年 3月 31日

5.現況写真

（河川や堤防との位置関係）

 別紙のとおり

（施設内の状況）

 別紙のとおり

8.処理

・更新を許可した。

・許可期間は 5年とした（H26.4.1～H31.3.31）。

6.河川管理者
審査事項

(特筆すべきも
ののみ記載) 
＜補足＞・A4横書き 1枚程度 ・処理フロー図の河川管理者から委員会への報告の時点で左半分まで記載済み（1.～5.は申請者か河川管理者作成、6.は河川管理者作成

・処理フロー図の委員会から河川管理者への参考意見の時点で 7.が埋まる  ・事後に河川管理者が 8.までを埋めて履歴として申請書類一式とともに保存
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ドラゴンランド現況写真
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